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一定所得の部分合算課税制度の範囲
の拡充5

（1）制度の概要
　経済活動基準のすべてを満たす外国関係会社
であっても、一定の所得（受動的所得）につい
ては、会社単位ではなく、原則としてその所得
についてのみが合算課税の対象とされる（部分
合算課税制度）。なお、合算課税にあたっての
トリガー税率は定められていないが、適用免除
とされるための同様（20%）の基準が定められ
ている。
　この制度は、改正前の資産性所得の合算課税
と実質的に同様の制度といえる。会社単位の合
算課税は、外国子会社の経済実態に即して課税
すべきという考え方から、経済活動基準を満た
さない場合には、会社の外形として実体なしと
の判断のもと合算課税の対象とするものである
一方で、受動的所得の合算課税は、所得の性質
に着目して合算課税の対象とする制度である。
所得の性質に着目して、合算課税の対象とする
のであれば、これら一定の受動的所得のどのよ
うな性質が、親会社の所得としてみなして合算
課税の対象となるのか、合算課税の対象としな
ければならないのかの説明が不足しているので
はないだろうか。この点、BEPSでの議論や諸
外国の類似の制度が根拠として持ち出される
が、当該制度はあくまで日本の法人に対する特
例的な課税である。法人税率の引き下げの一方
で、いたずらに課税範囲を広げることとなって
いないか危惧されるところである。
　また、受動的所得はそもそも経済実体のない
事業の結果の果実（に違いない）という考え方
に基づいているとも捉えることができる。しか
しながら、この考え方は、受動的所得の合算課
税が、経済活動基準を満たしている場合であっ
ても合算課税の対象となることと矛盾している
といえよう。さらに、経済活動基準を満たして
いながら合算課税の対象とするのであるから、
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当該受動的所得は本質的に親会社が稼得してい
るはずのものという考え方ができよう。しかし
ながら、新たに定められた各受動的所得につい
て、こうした観点からの説明が十分ではないと
いえよう。より深い議論が必要な論点ではない
だろうか。
（2）適用対象となる受動的所得
　部分合算課税制度の対象となる受動的所得
は、次に掲げる所得とされている（税制改正大
綱の文言による）。これは、改正前の資産性所
得の合算課税の対象範囲より広く定められてい
るが、その範囲はより明確にされたといえる。
　①　利　子
　次の利子については、対象から除外される。
旧制度の資産性所得の合算課税では、債券利子
のみが対象とされていたことと比較すると、そ
の範囲が相当広くとらえることとなっている。
（イ）本店所在地国においてその役員又は使用
人が金銭の貸付け等を的確に遂行するために
通常必要と認められる業務の全てに従事して
いること等の要件を満たす外国関係会社が関
連者等に対して行う金銭の貸付けによって得
る利子。当該外国関係会社が、多国籍企業の
グループ内のファイナンスセンター等（資金
調達、貸し付け等を行う企業）に該当する
ケースが該当すると思われる。

（ロ）上記（イ）の要件を満たす外国関係会社
の関連者等である他の外国関係会社が上記
（イ）の要件を満たす外国関係会社に対して
行う金銭の貸付けによって得る利子

（ハ）本店所在地国の法令に準拠して貸金業を
営む外国関係会社で、本店所在地国において
その役員又は使用人が貸金業を的確に遂行す
るために通常必要と認められる業務の全てに
従事していること等の要件を満たすものが金
銭の貸付けによって得る利子。免許を受けた
銀行等が該当するものと思われる。したがっ
て、特に銀行業の免許を受けていない場合、

たとえばグループ内の資金を株式、債券等の
運用を行うようなケースで、利子として得ら
れる部分は合算課税の対象となると思われ
る。

（ニ）外国関係会社が行う事業に係る業務の通
常の過程で得る預金利子。通常の事業の運転
資金等を銀行預金としている部分から得られ
る利子が該当すると思われる。
　②　配当等
　持分割合25%以上等の要件を満たす法人か
ら受ける配当等は対象から除外される。資産性
所得の合算課税では、持分割合10%未満の利
子が合算課税の対象とされていた。これと比較
すると、合算課税の対象範囲は広げられた。ま
た、外国関係会社が取引先の株式を持つことも
十分考えられる。こうした場合に受け取る配当
は合算課税されることとなるが、その趣旨、必
要性は不明確と言える。
　③　有価証券の貸付けの対価
　④　有価証券の譲渡損益
　持分割合25%以上等の要件を満たす法人の
株式等に係る譲渡損益については、対象から除
外される。資産性所得の合算課税では10%未
満がその対象とされていたことに比し、範囲が
拡大されている。
　⑤　デリバティブ取引損益
　次のデリバティブ取引損益については、対象
から除外される。
（イ）ヘッジ目的で行われることが明らかなデ
リバティブ取引等に係る損益

（ロ）商品先物取引業を行う外国関係会社で、
本店所在地国においてその役員または使用人
がこれらの事業を的確に遂行するために通常
必要と認められる業務の全てに従事している
こと等の要件を満たすものが行う事業から生
ずる商品先物取引等に係る損益
　⑥　外国為替差損益
　外国関係会社が行う事業の通常の過程で生ず
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る外国為替差損益については、対象から除外さ
れる（外国為替相場の変動によって生ずる差額
を得ることを目的とする事業を除く）。
⑦　上記①から⑥までに掲げる所得を生ずべ
き資産から生ずるこれらの所得に類する所
得

　いわゆる金融資産から生じる所得全般を対象
とする一方で、ヘッジ目的で行われることが明
らかな取引に係る損益については、対象から除
外される。
　⑧　有形固定資産の貸付けの対価
　次の対価については、対象から除外される。
（イ）主として本店所在地国において使用に供
される有形固定資産等の貸付けによる対価

（ロ）本店所在地国においてその役員又は使用
人が有形固定資産の貸付けを的確に遂行する
ために通常必要と認められる業務の全てに従
事していること等の要件を満たす外国関係会
社が行う有形固定資産の貸付けによる対価
　⑨　無形資産等の使用料
　外国関係会社が自己開発した無形資産等及び
外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、
又は使用許諾を得た上で一定の事業の用に供し
ている無形資産等に係る使用料については、対
象から除外される。いわゆるロイヤリティであ
るが、資産性所得の合算課税と同様の免除規定
となっている。「自己開発」の範囲、「事業の用
に供している」ことの概念等、不明確な部分が
多い。事業の海外展開において非常に有用な分
野であり、今後の明確化が望まれる。
　⑩　無形資産等の譲渡損益
　外国関係会社が自己開発した無形資産等及び
外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、
又は使用許諾を得た上で一定の事業の用に供し
ている無形資産等に係る譲渡損益については、

対象から除外される。
⑪　外国関係会社の当該事業年度の利益の額
から上記①から⑩までに掲げる所得種類の
所得の金額及び所得控除額を控除した残額
に相当する所得

　なお、上記の「所得控除額」は、外国関係会
社の総資産の額、減価償却累計額及び人件費の
額の合計額に50%を乗じて計算した金額とさ
れている。この所得控除額及び前掲の受動的所
得を控除した残額ということは、受動的所得以
外の所得（一般的な意味での営業利益）の半分
が受動的所得として合算課税の対象となるとい
うことであろうか。その趣旨、意味が不明確で
ある。
（3）適用免除
　次の場合には、部分合算課税は免除される。
①　外国関係会社の当該事業年度の租税負担割
合が20%以上である場合。資産性所得の合
算課税では、5%がその基準とされていたこ
とに比し、緩和されている。なお、トリガー
税率が廃止されたことから、基本的には外国
関係会社の税負担割合に関係なく適用される
こととなるが、実質的にはこの免除基準であ
る20%がトリガー税率と同様の意義を持つ
こととなる。
②　少額免除基準：各受動的所得の収入金額の
合計が2,000万円以下である場合。資産性所
得の合算課税では1,000万円以下が免除基準
とされていたことに比し、緩和されている部
分と言える。なお、部分合算課税の少額免除
に係る適用要件について、少額免除基準を満
たす旨を記載した書面の確定申告書への添付
要件及びその適用があることを明らかにする
資料等の保存要件は廃止された。


